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1.葉山町下水道事業の特徴①
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1.葉山町下水道事業の特徴②
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1.葉山町下水道事業の特徴③
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1.葉山町下水道事業の特徴④
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2.現状と課題

「人」・「モノ」・「カネ」の三重苦の状況に直面しており、今後のどのように
して持続していくかの岐路に立っています。
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2.現状と課題【ヒト】
・本町の下水道職員は平成11（1999）年の11人をピークに年々減少傾向にあり、令和７年４月
１日の職員数は7名となっています。

・安定した公共下水道事業を継続するためには、今後の修繕改築等に向けて業務執行体制の強化
が必須ですが、本町の土木技術職の採用状況としては、過去５年間で６回募集を行い募集人数
以上の応募を確保できた回は１回のみと、採用に苦戦する状況が続いている状況を踏まえると、
職員の増員は難しい状況です。
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2.現状と課題【モノ（管渠）】
・管きょの標準耐用年数は、50年。下水道事業の供用開始時（1999年）に整備された管きょは、
耐用年数を迎えておらず、葉山町の管きょは比較的新しいといえます。しかし、一部下水道事
業の供用開始前に整備された管きょがあり、これらは整備から50年以上経過している状況です。
さらに、令和８年４月に50年以上経過している大型合併浄化槽区域の管きょ７kmを公共下水
道に移管を受ける状況です。

・管きょの整備は平成6～平成10年度にピークを迎え、今後、経年劣化による管きょの破損、そ
のことに起因する道路陥没などの老朽化の問題が顕在化する前に、適切な維持管理及び計画的
な修繕や改築・更新を行う必要があります。
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2.現状と課題【モノ（処理場・ポンプ場）】
・葉山浄化センター及び葉山中継ポンプ場内の機械等設備の標準耐用年数は15年。
下水道事業の供用開始時（1999年）から20年以上を経過している状況です。管きょと異なり、
既に老朽化の問題が発生しており、早急な修繕や改築等が必要な状況です。
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2.現状と課題【カネ①】
・令和６年度の収益的収支は、経常利益が計上でき黒字となっていますが、収入の主たるものは
他会計補助金（一般会計からの繰入金）で、全体の48.２％を占めています。下水道事業の独
立採算の観点では、一般会計からの繰入金に依存した体制の解消に向けて取り組むことが重要
となります。

令和６年度 葉山町下水道事業会計決算の状況
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2.現状と課題【カネ②】
・葉山町では2011年をピークに人口が減少傾向になっており、今後もさらなる人口減少が見込
まれています。そのため料金の収入が減少することが予測されます。

・しかし、改築や更新の費用は増加する見込みであり、財源不足が懸念されます。

・現状を踏まえ、使用料改定の検討を進め、令和８年４月より改定を行います。
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2.現状と課題【カネ③】
・使用料改定の目標として、一般会計からの繰入金（令和７年度繰入金6.0億円）を令和10年度
に5.0億円とした場合に、損益黒字を確保できる水準に改定

・一方で、物価高騰の中、急激な使用料増額に伴う町民負担増にならないよう、激変緩和策を講
じ段階的な使用料改定を行います。

・今後の物価の上昇等を踏まえ、適切な使用料単価の設定を検討していきます。

項目 時期 内容

現況 - 使用料単価 134円/m3

改定（第１期）

令和８年４月 ～ 使用料単価 207円/m3（現況+54.5％）

【第１期における段階的な使用料改定】

令和８年４月 ～ 使用料単価 160円/m3（現況+19.4％）

令和９年４月 ～ 使用料単価 180円/m3（現況+34.3％）（前年＋12.5％）

令和10年４月 ～ 使用料単価 207円/m3（現況+54.5％）（前年＋15.0％）

改定（第２期） 令和11年４月～ 使用料単価 232円/m3（現況+73.1％）（前年＋12.1％）

改定（第３期） 令和14年４月～ 使用料単価 271円/m3（現況+102.2％）（令和11年＋16.8％）

※１：第２期以降の使用料改定の必要性は、改定（第１期）による効果等を見極めつつ、改定の必要性を含めて検討を行う。

※２：毎年物価上昇が２％あると仮定して、シミュレーションを算出
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2.現状と課題【葉山町の解決策】
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3.これまでの官民連携の取組①
〇設計施工一括（DB）方式による下水道未普及解消事業
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3.これまでの官民連携の取組②
〇葉山浄化センター等整備・運営事業【DB＋包括委託】
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P.15参考資料_ベンダーロックイン解消に向けた取組
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P.15参考資料_ベンダーロックイン解消に向けた取組
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P.15参考資料_ベンダーロックイン解消に向けた取組
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P.15参考資料_ベンダーロックイン解消に向けた取組



4.ウォーターPPPの取組
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ウォーターPPP事業の対象施設
・管路施設全体（汚水管渠、マンホール、マンホール蓋、汚水桝、取付管) は管理・更新一体マ
ネジメント方式（レベル3.5）の対象とする。

・浄化センター、中継ポンプ場、マンホールポンプ、圧送管（中継ポンプ場→浄化センター）は
コンセッション方式（レベル4.0）の対象とする。
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葉山町におけるウォーターPPP導入による達成目標

・処理場施設へのコンセッション方式(レベル4)及び管路施設への管理・更新一体マネジメント
方式(レベル3.5)の導入にあたり、ヒト・モノ・カネの以下の観点についての解決を期待して
いる。

※住民満足度の向上のため、多分野連携・既存SPCの活用についても導入



予定時期 内容

2024（R6） 12月16日 実施方針（案）、要求水準書（案）公表

2025（R7）

4月1日 実施方針の策定の見通し公表

4月7日 実施方針、特定事業の選定、募集要項等公表

4月28日 公表内容に関する意見締切【意見：262件】

５月12～16日 現地見学会

6月9日 意見に対する回答の公表

6月16～17日 参加資格確認受付

6月30日 参加資格確認結果

7月22～23日 競争的対話（附帯･任意事業概略提案受付、予備的審査）

10月1～2日 提案審査書類受付

11月11日 プレゼン実施

11月18日 優先交渉権者決定

12月15日 基本協定締結

2026（R8）

１月～2月13日 契約協議

２月18日 事業契約締結

契約日～3月31日 引継ぎ等

4月１日 事業開始 23

管路レベル3.5_事業開始までのスケジュール



主要業務 業務の概要

維持管理業務

①計画的維持管理業務

•ストックマネジメント点検･調査計画を踏まえた点検･調査、法定点検、巡視、清掃･修繕

②住民対応等業務

•住民対応（現地確認･調査対応）、緊急対応（清掃等詰まり処理、修繕）

③維持管理支援業務

•次期ストックマネジメント点検･調査計画作成支援及び実施

改築業務

①改築支援業務

•ストックマネジメント修繕･改築計画策定支援、事業化スケジュール提案、補助要望資料等

作成、発注図書作成、その他必要な事項

②詳細設計業務

③改築工事業務

④工事監理業務

統括管理業務

①統括管理業務

•各種業務のマネジメント、業務計画書及び報告書の作成、委託業務及び工事の発注、技術

 管理･危機管理･環境対策･地域貢献、その他必要な事項

②情報管理業務

③セルフモニタリング

④その他関連業務

付帯事業 【提案による】義務事業に追加し一体的に行うことにより効用が発揮される事業

任意事業 【提案による】事業に係る全ての費用を事業者自らの負担で行う独立採算の事業

24

管路レベル3.5 _対象業務
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管路レベル3.5 _W-PPP４要件の充足の考え方
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管路レベル3.5 _性能規定の例示
・要求水準書（案）において、管路の維持管理と改築に関連した以下の要求水準（性能規定）

      を規定している。

〇維持管理基準、改築実施基準
・事業者は業務指標（目標項目）例を参考に、事業期間中（事業開始から 2～3 年後）に町の
承諾を得て目標項目及び目標基準値を設定し、セルフモニタリングにより達成状況の確認を
行うものとする。

・業務指標や業績指標として、より適切な目標項目及び目標基準値の設定が可能な場合は、事
業者もしくは町の提案により、互いの承諾を得て採用し設定する。なお、目標項目及び目標
基準値の設定は、2年経過毎に事業者と町で確認協議し見直しを検討するものとする。
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管路レベル3.5_事業スキーム
・PFI法に基づくものであり、更新支援型の要素を含んだ更新実施型の管理･更新一体マネジメ
ント方式（レベル3.5）とする。

・令和8年度を事業開始とし、事業期間はW-PPPの要件にあわせて10年間とする。
【事業期間】10年間（R8.4～R18.3）

※修繕や工事を実施する地元企業は応募グループに含めないものとし、修繕や工事業務は
単独企業、JV、SPCもしくは構成企業からできる限り地元企業に委託するものとする。
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管路レベル3.5_地元企業の取扱い
・地元企業の現況や事業スキーム検討上の論点を踏まえて、本事業における地元企業の取り扱い
   の考え方を整理



評価区分 評価項目 配点 Ａ者

技術評価

全般 提案概要 3 2.4

事業計画 5 3.3

実施体制、技術者配置計画 5 3.8

財務に関する事項 5 3.5

安全・危機管理 5 3.8

技術管理、環境対策 5 3.8

地域貢献 10 8.0

実施計画 維持管理に関する業務 15 12.0

改築に関する業務 15 9.8

統括管理等に関する業務 15 12.0

追加提案
附帯事業・任意事業の提案、
追加提案

7 4.6
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管路レベル3.5_事業者選定基準
〇提案価格の評価
評価点＝配点（10点）×（最低の提案価格÷提案価格）

項目 提案参考額（税抜） Ａ者

総額 1,840,000,000円 1,830,000,000円

評価点 9.8点

〇技術評価
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管路レベル3.5_提案概要の抜粋1/3
〇実施体制
・ＣＭ及びＰＰＰ実績を有する総合建設企業が代表企業となり、ＰＰＰ実績が豊富な維持管理
企業、設計企業とグループを形成していることが大きな特徴であり、更新実施型ウォーター
ＰＰＰに最適な実施体制

・統括管理者（コンストラクション・マネージャー／ＣＭR）が、副統括管理者や業務責任者
を統括し、相互に連携して本事業を遂行

・自ら施工するのでなく、ＣＭＲとして地元優先で業者選定・発注することで、あらゆる工法
の中から適材適所の工法選定が可能
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管路レベル3.5_提案概要の抜粋2/3

〇設計妥当性の担保
・設計初年度に、設計するうえで必要な基準や指標等を取りまとめた「葉山町下水道管路設計
基準書（仮称）」を作成

・工法や材料等の設計仕様は、４団地の施設特性・地域特性を踏まえ、経済性・地域特性・施
工性の３つの観点から総合的に検討し、決定

・構成企業間で施工及び維持管理の視点による設計照査を実施することで、設計妥当性を担保
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管路レベル3.5_提案概要の抜粋3/3

〇プロフィットシェアの活用
・プロフィットシェアにより事業者に還元された費用を、町の下水道事業の原資に再活用する
「葉山型プロフィットシェア＆リターン方式」の提案

・具体的には、事業者への還元分を追加提案の原資とする。

※葉山町のプロフィットシェアの発動要件（事業契約書 第54条）
①要求水準書等に定める業務の水準を低下させないこと
②要求水準書等に定める手法と比較し、より効果的で効率的な手法等を提案すること
③サービス対価の低減を伴うものであること



予定時期 内容

2025（R7）

3月17日 実施方針（案）、要求水準書（案）公表

4月18日 公表内容に関する意見締切【意見：439件】

5月30日 意見に対する回答の公表

9月３日 実施方針に関する条例（案）の議案提出

10月８日 実施方針に関する条例の議決

10月10日 特定事業の選定・募集要項等公表

10月30～31日 募集要項等に関する意見締切

11月17～21日 現地見学会

12月３日 意見に対する回答の公表【意見：775件】

12月10～11日 参加資格確認受付

12月15日 参加資格確認結果

2026（R8）

1月19～23日 現地調査

２月２～27日 競争的対話（附帯･任意事業概略提案受付、予備的審査）

4月２～３日 提案審査書類受付

5月 プレゼン実施

6月 優先交渉権者決定、基本協定締結

10月 運営権設定、実施契約締結

11月～ 引継ぎ

2027（R9） 4月 事業開始 33

コンセッションの事業開始までのスケジュール
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コンセッション_対象範囲・業務
〇対象範囲

対象施設 対象業務 調査 設計

工事（工事監理含む）

土木 建築
建築
附帯 機械 電気

躯体 防食 躯体 仕上防水

処理場・ポンプ場
維持管理 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

改築 ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○

マンホールポンプ設備
維持管理 ○ × × × － － － ○ ○

改築 ○ ○ × × － － － ○ ○

圧送管 維持管理 ○ × ○ ○ － － － － －

〇対象業務
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コンセッション_事業スキーム
・コンセッション方式（レベル4）とする。
・料金徴収は神奈川県企業庁に事務を委託し、水道料金と一体で徴収。

(コンセッション事業前と変化なし)
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最後に

当方でお力になれることがあれば、お気軽にご連絡ください！
・連絡先
葉山町環境部下水道課 秋本
gesuidou@hayama.kanagawa.jp
046-876-1111 内線363

mailto:gesuidou@hayama.kanagawa.jp
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